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平成 30年 4 月 12日 

各      位 

会 社 名 株式会社 ジェーソン 

代表者名  代表取締役社長兼会長 太田 万三彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３０８０) 

問合せ先 取締役企画本部長 

兼経営企画室長     山田 仁夫  

電話番号 ０４－７１９３－０９１１ 

監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

する方針を決定し、これに伴い、平成 30年 5月 29日開催予定の第 33期定時株主総会に「定款

一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委

員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 

 

記 

 

１． 監査等委員会設置会社への移行 

(1) 移行の目的 

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締 

役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレ

ート・ガバナンスの一層の充実を図るものであります。 

(2) 移行の時期 

平成 30年 5月 29日開催予定の当社第 33期定時株主総会において、必要な定款変更に 

ついてご承認をいただくことを条件として、同日付で、監査等委員会設置会社に移行 

する予定であります。 

 

２． 定款の一部変更 

(1) 変更の理由 

①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の 

新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。 

②会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる取締役の範囲が拡大され 

たことに伴い、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約の締結を可能にし、

今後も継続的に取締役として有用な人材の招聘を行い、その期待される役割を十分に

発揮することができるよう現行定款を変更するものであります。なお、当該変更につ
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いては、各監査役の同意を得ております。 

③取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の招集通知の発送期間を短縮すること 

が可能となるよう、変更案第 25条（取締役会の招集通知）を新設するものでありま 

す。 

④上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正、不要となった規定の 

削除、明確化のための文言の調整その他所要の変更を行うものであります。 

(2) 変更の内容 

別紙のとおりであります。 

(3) 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 30年 5月 29日（予定） 

定款変更の効力発生日      平成 30年 5月 29日（予定） 

以  上 
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(別紙) 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第 １ 章  総則 第 １ 章  総則 

 

第１条  （条文省略） 

 

第１条 （現行どおり） 

 

    （目的） 

第２条  当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

１．     （条文省略） 

２．商標及び商品販売に関する調査、企画、指導業 

  務 

３．物流システムの開発、設計及び施行 

４．各種水産物、畜産物、食料品、菓子、健康食 

品、健康器具、衣料品、装身具、履物、室内装 

飾品、家庭用電気製品、ガス器具、日用雑貨品 

の販売及び売買斡旋 

５．米穀、塩、酒類、たばこ、古物、銃砲刀剣類の 

販売及び売買斡旋 

６．医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、各種 

薬品、石油製品、高圧ガスの器具の販売及び売 

買斡旋 

７．各種楽器、音響製品、スポーツ、キャンプ等レ 

ジャー用品、玩具、鳥獣魚介、ペット用品、園 

芸用品の販売及び売買斡旋 

８．事務用品及び包装用品の製造、販売及び売買斡 

  旋 

９．各種時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリ 

ー、小間物雑貨、美術工芸品、石材製品、コ 

ンピューター等の精密機器並びに周辺機器の 

製造、販売及び売買斡旋 

10．貨物自動車、乗用自動車、軽自動車、自動二輪 

車、自転車、耕運機等運搬具の販売及び売買斡 

旋並びに賃貸 

11．家庭用電化製品、木材・レンガ等の建築資材、 

システムキッチントイレ・洗面台等の住宅設備 

機器、店舗用什器備品類の製造加工、販売及び 

売買斡旋 

12．不動産の売買、賃貸、仲介及び管理に関する業 

  務 

13．喫茶店、飲食店、レストラン、ホテル及び診療 

所、薬局の経営 

14．     （条文省略）  

15．     （条文省略） 

16.．観劇、旅行、コンサートスポーツ等の切符販 

売、民間医療機関の受診手続及びホテル等の予 

約代行に関する業務 

17．不用品の交換、冠婚葬祭行事の請負及び斡旋、 

自動車の検査業務 

18．     （条文省略） 

19．写真業、有線放送業、印刷及び各種出版業に関 

する業務 

20．クレジットカード業、金融業、債務保証業 

 

21．販売促進用スタンプの発行及び販売、家庭用電 

化製品のリース業 

（目的） 

第２条  当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

１．     （現行どおり） 

２．商標および商品販売に関する調査、企画、指導 

業務 

３．物流システムの開発、設計および施行 

４．各種水産物、畜産物、食料品、菓子、健康食 

品、健康器具、衣料品、装身具、履物、室内装 

飾品、家庭用電気製品、ガス器具、日用雑貨品 

の販売および売買斡旋 

５．米穀、塩、酒類、たばこ、古物、銃砲刀剣類の 

販売および売買斡旋 

６．医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、各種 

薬品、石油製品、高圧ガスの器具の販売および 

売買斡旋 

７．各種楽器、音響製品、スポーツ、キャンプ等レ 

ジャー用品、玩具、鳥獣魚介、ペット用品、園 

芸用品の販売および売買斡旋 

８．事務用品および包装用品の製造、販売および売 

買斡旋 

９．各種時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリ 

ー、小間物雑貨、美術工芸品、石材製品、コン 

ピューター等の精密機器ならびに周辺機器の製 

造、販売および売買斡旋 

10．貨物自動車、乗用自動車、軽自動車、自動二輪 

車、自転車、耕運機等運搬具の販売および売買 

斡旋ならびに賃貸、検査業務 

11．木材・レンガ等の建築資材、システムキッチ 

ン、トイレ・洗面台等の住宅設備機器、店舗用 

什器備品類の製造加工、販売および売買斡旋 

 

12．不動産の売買、賃貸、仲介および管理に関する 

業務 

13．喫茶店、飲食店、レストラン、ホテルおよび診 

療所の経営 

14．     （現行どおり） 

15．     （現行どおり） 

16．観劇、旅行、コンサート、スポーツ等の切符販 

売、民間医療機関の受診手続およびホテル等の 

予約代行に関する業務 

17．不用品の交換、冠婚葬祭行事の請負および斡旋 

 

18．     （現行どおり） 

19．写真業、有線放送業、印刷および各種出版業に 

関する業務 

20．クレジットカード業、金融業、リース業、債務 

保証業 

21．販売促進用スタンプの発行および販売 
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22．自動車運送取扱業、建物、駐車場の警備保障業 

務及び斡旋 

23．生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理 

  業 

24．     （条文省略） 

25．青少年及び中高年者の就職に関する調査及び有 

料職業紹介業 

26．１号から１１号までに掲げる物の輸出入に関す 

る業務 

27．全酒類小売業 

 

 

28．     （条文省略） 

22．建物、駐車場の警備保障業務および斡旋 

 

23．生命保険の募集に関する業務および損害保険代 

理業 

24．     （現行どおり） 

25．青少年および中高年者の就職に関する調査およ 

び有料職業紹介業 

26．４号から１１号までに掲げる物の輸出入に関す 

る業務および卸売業 

27．倉庫業、運送業、運送取扱業およびその仲介業 

ならびに物流センターの管理・運営および物流 

情報の収集処理業務 

28．     （現行どおり） 

 

第３条 （条文省略） 

 

 

第３条  （現行どおり） 

（機関） 

第４条  当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 

機関を置く。 

１． 取締役会 

２． 監査役 

３． 監査役会 

４． 会計監査人 

（機関） 

第４条  当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 

機関を置く。 

１． 取締役会 

２． 監査等委員会 

３． 会計監査人 

 

第５条から第１９条 （条文省略） 

 

第５条から第１９条 （現行どおり） 

 

第 ４ 章  取締役および取締役会 第 ４ 章  取締役および取締役会 

（員数） 

第２０条  当会社の取締役は１０名以内とする。 

 

           （新設） 

（員数） 

第２０条  当会社の取締役（監査等委員であるものを除 

く。）は１０名以内とする。 

    ２．当会社の監査等委員である取締役は、６名以内 

とし、うち過半数は社外取締役とする。 

（選任方法） 

第２１条  取締役は、株主総会の決議により選任する。 

 

 

    ２． （条文省略） 

    ３． （条文省略） 

    ４． （条文省略） 

 

（選任方法） 

第２１条  取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外 

の取締役とを区別し、株主総会の決議により選 

任する。 

    ２． （現行どおり） 

    ３． （現行どおり） 

    ４． （現行どおり） 

（任期） 

第２２条  取締役の任期は、選任後１年以内に終了する 

事業年度のうち最終のものに関する定時株主 

総会の終結の時までとする。 

 

           （新設） 

（任期） 

第２２条  取締役（監査等委員であるものを除く。）の任 

期は、選任後１年以内に終了する事業年度のう 

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 

までとする。 

    ２．監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年 

以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時株主総会の終結の時までとする。 

    ３．任期の満了前に退任した監査等委員である取締 

役の補欠として選任された監査等委員である取 

締役の任期は、退任した監査等委員である取締 

役の任期の満了すべき時までとする。 

    ４．補欠の監査等委員である取締役の予選の効力 

は、当該予選後、2年以内に終了する事業年度 

のうち最終のものに関する定時株主総会の開始 

の時までとする。 
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第２３条      （条文省略） 第２３条      （現行どおり） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第２４条  取締役会は、その決議をもって取締役の中か 

      ら代表取締役社長１名を選定し、必要に応じ 

て取締役会長、取締役副会長、取締役副社 

長、専務取締役、常務取締役、各若干名を選 

定することができる。 

（代表取締役および役付取締役） 

第２４条  取締役会は、その決議をもって取締役（監査等 

委員であるものを除く。）の中から、代表取締 

役社長１名を選定し、必要に応じて取締役会 

長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締 

役、常務取締役、各若干名を選定することがで 

きる。 

 

（新設） 

（取締役会の招集通知） 

第２５条  取締役会の招集通知は、会日の 3日前までに各 

取締役に対して発する。ただし、緊急の必要が 

あるときは、この期間を短縮することができ 

る。 

（取締役会の決議方法） 

第２５条      （条文省略） 

２．当会社は、取締役会の決議事項について、取 

締役（当該決議事項について議決に加わるこ 

とができるものに限る。）の全員が書面また 

は電磁的記録により同意の意思表示をしたと 

きは、当該決議事項を可決する旨の取締役会 

の決議があったものとみなす。ただし、監査 

役が当該決議事項について異議を述べたとき 

はこの限りでない。 

（取締役会の決議方法） 

第２６条      （現行どおり） 

２．当会社は、取締役が取締役会の決議の目的であ 

る事項について提案をした場合において、取締 

役（当該決議事項について議決に加わることが 

できるものに限る。）の全員が書面または電磁 

的記録により同意の意思表示をしたときは、当 

該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があ 

ったものとみなす。 

 

（新設） 

（取締役への重要な業務執行の決定の委任） 

第２７条  当会社は、会社法３９９条の 13第 6項の規定 

により、取締役会の決議によって重要な業務 

執行（同条第 5 項各号に掲げる事項を除 

く。）の決定の全部または一部を取締役に委 

任することができる。 

（取締役会の議事録） 

第２６条  取締役会における議事の経過の要領およびそ 

の結果ならびにその他法令が定める事項は、 

議事録に記載または記録し、出席した取締役 

および監査役がこれに記名押印または電子署 

名する。 

（取締役会の議事録） 

第２８条  取締役会における議事の経過の要領およびそ 

の結果ならびにその他法令が定める事項は、 

議事録に記載または記録し、出席した取締役 

がこれに記名押印または電子署名する。 

（報酬等） 

第２７条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価 

として当会社から受ける財産上の利益（以下 

「報酬等」という。）は、株主総会の決議に 

よって定める。 

（報酬等） 

第２９条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価 

として当会社から受ける財産上の利益（以下 

「報酬等」という。）は、監査等委員である 

取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株 

主総会の決議によって定める。 

（取締役の責任免除） 

第２８条      （条文省略）  

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に 

より、社外取締役との間に、同法第４２３条 

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結 

することができる。ただし、当該契約に基づ 

く損害賠償責任の限度額は、法令の定める最 

低責任限度額とする。 

（取締役の責任免除） 

第３０条      （現行どおり）  

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に 

より、取締役（業務執行取締役等であるもの 

を除く。）との間に、同法第４２３条第１項 

の損害賠償責任を限定する契約を締結するこ 

とができる。ただし、当該契約に基づく損害 

賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任 

限度額とする。 

第 ５ 章  監査役および監査役会 第 ５ 章  監査等委員会 

 

（新設） 

（監査等委員会の招集通知） 

第３１条  監査等委員会の招集通知は、会日の３日前まで 

に各監査等委員に対して発する。ただし、緊急 

の必要があるときは、この期間を短縮すること 

ができる。 
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２．監査等委員全員の同意があるときは、招集の手 

続きを経ないで監査等委員会を開催することが 

できる。 

 

（新設） 

（監査等委員会規程） 

第３２条  監査等委員会に関する事項は、法令または本定 

款のほか、監査等委員会において定める監査等 

委員会規程による。 

（員数） 

第２９条  当会社の監査役は４名以内とする。 

（削除） 

（選任および解任方法） 

第３０条  監査役は、株主総会の決議によって選任す 

る。 

    ２．監査役の選任決議は、議決権を行使すること 

ができる株主の議決権の３分の１以上を有す 

る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ 

て行う。 

（削除） 

（任期） 

第３１条  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する 

事業年度のうち最終のものに関する定時株主 

総会の終結の時までとする。 

    ２．補欠として選任された監査役の任期は、退任 

した監査役の任期の満了する時までとする。 

（削除） 

（常勤の監査役） 

第３２条  監査役会は、その決議をもって常勤の監査役 

を選定する。 

（削除） 

（監査役会の決議方法） 

第３３条  監査役会の決議は、法令に別段の定めがある 

場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 

（削除） 

（監査役会規程） 

第３４条  監査役会に関する事項は、法令または本定款 

のほか、監査役会において定める監査役会規 

程による。 

（削除） 

（報酬等） 

第３５条  監査役の報酬等は株主総会の決議によって定 

める。 

（削除） 

（監査役会の議事録） 

第３６条  監査役会における議事の経過の要領およびそ 

の結果ならびにその他法令が定める事項は、 

議事録に記載または記録し、出席した監査役 

がこれに記名押印または電子署名する。 

（削除） 

（監査役の責任免除） 

第３７条  当会社は、会社法第４２６条第１項の規定に 

より、取締役会の決議をもって、同法第４２ 

３条第１項の監査役（監査役であった者を含 

む）の責任を法令の限度において免除するこ 

とができる。 

    ２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に 

より、社外監査役との間に、同法第４２３条 

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結 

することができる。ただし、当該契約に基づ 

く損害賠償責任の限度額は、法令の定める最 

低責任限度額とする。  

（削除） 

第 ６ 章  計算 第 ６ 章  計算 

（事業年度） 

第３８条  当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年 

２月末日までの１年とする。 

（事業年度） 

第３３条  当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年 

      ２月末日までの１年とする。 

（剰余金の配当） （剰余金の配当） 
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第３９条  剰余金の配当は、毎年２月末日の最終の株主 

名簿に記載または記録された株主または登録 

株式質権者に対し行う。 

第３４条  剰余金の配当は、毎年２月末日の最終の株主 

      名簿に記載または記録された株主または登録 

株式質権者に対し行う。 

（中間配当） 

第４０条  当会社は、取締役会の決議によって、毎年８ 

月３１日の最終の株主名簿に記載または記録 

された株主または登録株式質権者に対し、中 

間配当を行うことができる。 

（中間配当） 

第３５条  当会社は、取締役会の決議によって、毎年８ 

月３１日の最終の株主名簿に記載または記録 

された株主または登録株式質権者に対し、中 

間配当を行うことができる。 

（配当金の除斥期間等） 

第４１条  剰余金の配当および中間配当金は、支払開始 

の日から満３年を経過してもなお受領されな 

いときは、当会社はその支払義務を免れる。 

   ２．前項の未払配当金には、利息をつけない。 

（配当金の除斥期間等） 

第３６条  剰余金の配当および中間配当金は、支払開始 

の日から満３年を経過してもなお受領されな 

いときは、当会社はその支払義務を免れる。 

    ２．前項の未払配当金には、利息をつけない。 

（改定） 

第４２条  この規程の改定は総務人事部長が起案し、関 

係部署と協議の上、株主総会にて決定する。 

（削除） 

（付則） 

 

 

 

 

 

 

      この規程は、平成１３年１０月１日から施行 

する。 

 

      平成１５年５月２７日一部改定 

      平成２１年５月２８日一部改定 

      平成２４年５月２９日一部改定 

（付則） 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条   当会社は、会社法第４２６条第１項の規定によ 

り、取締役会の決議によって、同法第４２３条 

第１項の監査役であった者の責任を法令の限度 

において免除することができる。 

 

この規程は、平成１３年１０月１日から施行す 

る。 

 

平成１５年５月２７日一部改定 

      平成２１年５月２８日一部改定 

      平成２４年５月２９日一部改定 

      平成３０年５月２９日一部改定 

 


